
本シートは、議会が実現したい理想的な姿（ビジョン）と、それを実現するための方策を整理するために使用します。

議会に求められる役割使命（ミッション）を踏まえて、実現すべき理想的な姿（ビジョン）に近づくために、活動目標（アクション）を明確化しましょう。

１．議会に期待される役割使命（ミッション） ２．議会が実現すべき理想的な姿（ビジョン）
地域経営（まちづくり）において、私たち議会に期待されている役割使命（ミッション）は、下記の通りです。 私たちが実現すべき議会の理想的な姿（ビジョン）は、下記の通りです。

３．現在の姿 ４．今後の議会を取り巻く社会環境の変化
私たちの議会がこれまでにつくりあげた「仕組み」や「制度」、「取組み」や「運用」の工夫は、下記の通りです。 議会のあり方に大きな影響を及ぼす可能性が高い地域や社会環境の変化は、下記の通りです。

５．これから取り組むべき課題 ６．通任期（４年間）の活動目標・アクション

理想的な姿（ビジョン）を実現する上での課題は、下記の通りです。 具体的に取り組む活動目標・アクションは、下記の通りです。

【政策討論会・常任委員会】市民との意見交換会で得た市民意見を、広報広聴委員会で分類・整理し、政策討論会（常
　　　　　　　　　　　任委員会）がこれを受け、調査研究、委員間討議を重ね、政策立案につなげる。
【　予算決算委員会　】予算・決算審査の連動を図るため予算決算委員会を常任委員会としている。同委員会は他常任
　　　　　　　　　　　委員会同様の４つの分科会に分け、各分科会で設定したテーマに基づく審査を行い、必要に応
　　　　　　　　　　　じて意見をつけ政策提言している。
【　　議員間討議　　】議員相互間の自由な討議により、合意形成に向けた議論を尽くし、議案審査に当たることで、
　　　　　　　　　　　必要に応じ修正案や附帯意見をまとめることが可能となる。

第13条
第14条
第11条

第12条

【議決責任を条例に明記】当然、賛否を表決した個々の議員も説明責任が問われる。議会広報誌でも、会派ごとに個々
　　　　　　　　　　　の議員の賛否が明らかにされる。
【議会運営の継続的な改革の仕組み】例えば、正副議長選挙で表明された公約を実現するための仕組みの整備。それは
　　　　　　　　　　　選挙後各派代表者会議が開催され、各派から要望のあった改革項目も含めて改革方針が大系づ
　　　　　　　　　　　けられ、改革項目ごとに検討する委員会が割り振られる。各委員会は、それらをテーマに優先
　　　　　　　　　　　順位をつけて検討する。
【 市民意見への対応 】市民意見は広報広聴委員会で整理・分類されるが、その後は、①政策討論会、②緊急性のある
　　　　　　　　　　　案件、③意見交換会各班の３種の対応がある。特に、①と②の対応は議会の一機関が担うこと
　　　　　　　　　　　から、”重い”ものである。

第５条(１)
第８条
第23条

第２条(３)

（対応条文）

１、公正・透明な開かれた議会運営
　　・市民意見に対するフィードバックの在り方
　　・伝えた情報を理解していただくための手法
２、市民本位の政策監視及び評価の推進
　　・所管事務調査の充実
３、市民参加機会の充実による多様な意見の把握
　　・非常時における民意吸収機能の在り方
　　・多様な住民の議会参加
　　・多くの市民に議会に関心をもっていただく取組
　　・地域や住民のニーズの更なる把握（声なき声）
　　・分野別意見交換会の充実
４、政策提言と政策立案の強化
　　・中長期目標を見据えた取組
　　・議員提案条例
５、継続的な議会改革への取り組み
　　・地域を担う人材の育成
　　・議員及び議会事務局職員の能力の向上
　　・地域内分権の拡大
　　・低投票率対策

別紙参照(今後の議会改革について)

政策討論会各分科会テーマ
◆政策討論会第１分科会
「健全な行財政運営に基づく最適な自治体づくりについ
て」
「均衡ある行政機能と住民サービスのあり方について」
◆政策討論会第２分科会
「地域との連携による防災・減災対策について」
◆政策討論会第３分科会
「新型コロナウイルス感染症に関する経済支援策のあり方
について」
◆政策討論会第４分科会
「市民の安心・安全を担保するための社会インフラのあり
方について」
◆議会制度検討委員会
「議会活動に係る評価モデルの構築について」

合併履歴 総合計画の位置づけと対象期間

議長任期請願・陳情数

2042 高齢者数ピーク　推計3,878万人
2040 日本の人口　推計１億1,000万人
　　 1.5人の現役世代が１人の高齢者を支える（肩車型）
　　 85歳以上の人口が高齢人口の約３割近くを占める
2030 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
　　 外国人労働者の拡大　大規模災害（地震、水、感染症）
　　 デジタル社会の発展（６Ｇ、ＡＩ）
　　 働き方や生き方の多様性・柔軟性
　　 インフラ・公共施設の再編
2021.4.1 日本の人口 １億2,541万人 （少子高齢化）
　　 東京一極集中　地方とのバランス
　　 １億人総活躍社会（特に高齢者活躍）
　　 新型コロナウイルス感染症の拡大
　　 社会保障費の増大　女性の社会進出拡大
　　 デジタル社会の発展（５Ｇ）

2060 本市人口　推計65,000人　高齢化率 推計42％
2040 20～39歳の女性が約42％減少（2010～2040年の間）
　　 消滅可能性都市に近づく → 合計特殊出生率目標 2.2
　　 産み育てやすいまちづくり　男女共同参画
　　 安定した雇用の創出　生産年齢人口の増加
　　 安心・安全で住みやすいまち　社会資本整備
　　 空家対策　都市サービス機能向上　広域連携
　　 ダイバーシティ（多様性）
2035 人口 推計10万人を切る　小中学校の統廃合
2030 社会動態±０目標（交流人口の増加）
　　 スーパーシティ　公共施設の再編
2021.4.1 人口 117,414人　高齢化率 31.7％
　　 スマートシティ　コンパクトシティ
2019 合計特殊出生率　1.43　出生数　792人
     市議会議員選挙投票率　53.40％
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政策連携など

（対応条文）

（対応条文）

（対応条文）

会津若松市

（２）行政執行の監視や政策の評価・検証

（３）議会独自の視点での政策の調査・立案

（４）力を入れて取り組んでいること

事務局職員数 議会費 予算規模

自治基本条例等の制定・改廃または検討の状況 平成28年６月29日制定　　令和元年12月23日改正

（１）民意の吸収や政策ニーズの情報収集

自治体職員数

定数 議員数

議会プロフィール 議会

【基本データ】令和３年４月１日現在

議員報酬 政務活動費

（年間） （一般会計）

任期

（一名・月額）（一名・月額）

投票率

令和元年８月７日～令和５年８月６日 28人 28人

391,094千円

令和３年度当初予算

53.4％（令和元年改選時）

令和２年審査件数

【予算・決算審査の連動】予算・決算の審査を連動させることにより、市の事務執行を事前・事後にわたり監視する。
【論点抽出・論点整理】予算・決算の審査に先立ち予算審査決算審査準備会各分科会等で論点抽出・整理を行い、市の
　　　　　　　　　　　事務事業が住民福祉の向上につながるものとなるよう審査の準備を行う。
【行政評価結果・各部行政運営方針の活用】これにより市から得た情報について、市民との意見交換会で得た市民意見
　　　　　　　　　　　や、政策討論会で得た知見をもって、議員間討議を交えて評価・検証する。さらに、議会の提
　　　　　　　　　　　言に対するその後の対応についても検証する。

447,000円 35,000円

11人 47,393,000千円

令和３年度当初予算

請願３件・陳情11件 国立大学法人福島大学との相互友好協力協定

（平成22年１月27日締結）

２年

第10条
第９条(１)

第９条(４)

（２）地域や住民ニーズの変化

　地方分権時代において、議会は、審議権、議決権、調査権、検査権という機能をもって、二元代表制の趣旨を踏まえ、首
長と相互の抑制と均衡を図りながら、自治体の自立に対応できる議会へと自らを改革していかなければならない。
　このような認識のもと議事機関たる議会は、多様な市民の多様な意見を反映しうる合議体としての議会づくりを通じ、成
果を目に見える形で出し、市民の負託にこたえ続けていくことが目指す姿である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参照：議会基本条例前文）

議会基本条例等の制定・改廃または検討の状況
平成20年６月23日制定
平成23年３月28日、平成24年12月25日、平成27年３月17日、令和元年６月24日改正

　市民参加を基礎として、市民との活発な意見交換を図り、その上で、議員同士が自由闊達な議論をたたかわ
せ、市民本位の立場をもってより適切な政策を決定するとともに、その執行を監視し、政策提言や政策立案を積
極的に行っていくことにより、市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上、公正で民主的な市政の発展に寄与
していくことである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参照：議会基本条例前文及び第１条）

昭和26年：町北村　昭和30年：湊村、一箕村、高野村、神指村、門田村、

大戸村、東山村、本郷村小谷地区　平成16年：北会津村　平成17年：河東町 会津若松市第７次総合計画（2017年度～2026年度）※平成28年12月16日議決（基本構想及び基本計画が議決対象）964人

【市民との意見交換会】地区別意見交換会は市内15地区で５月と11月の年２回開催。分野別意見交換会は常任委員会を
　　　　　　　　　　　中心に所管事業の関係団体と随時開催し、市民意見の中から市政の課題を発見する。
【　広報広聴委員会　】市民との意見交換会で発見した市政の課題を分類・整理する。
【　　政策討論会　　】市政に関する重要な政策及び課題について調査研究し、政策立案・政策提言を推進する。
【市民委員・モニター】政策討論会議会制度検討委員会には公募による市民委員２名が参加し、市民参加のもと、議会制
　　　　　　　　　　　度に関する討議を行う。また、議会広報誌の編集においては公募によるモニター60名が参加し、
　　　　　　　　　　　市民意見を反映し、広報広聴機能の充実を図る。
【　　請願・陳情　　】市民からの政策提言として受け止め、審議に当たり請願・陳情者の説明や意見を聴く。

第５条(６)

第６条
第13条
第５条(５)

第５条(４)

※令和３年７月作成




